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1. 業務概要 
（1） 業務の目的 

宜野湾市の下水道事業は、昭和45年度に事業が開始され、全体計画の処理面積1,972.3ha

に対し、令和６年度末時点の処理面積は1,812.4haと91.9％が整備済となっているほか、下

水道人口普及率は96.4％と、既成市街地の整備は概ね完了している。 

一方で、近年気候変動に伴う降雨量の増加や短時間豪雨の頻発により、下水道施設の計画

許容量を超過する降雨による内水被害の発生等の被害リスクに対して、浸水対策を実施すべ

き区域や対策目標等を定めた「雨水管理総合計画」の策定が求められている。また、内水浸

水リスク情報を市民等へ的確に伝達し、適切な避難行動を促すために必要となる「内水浸水

想定区域図」の作成も必要不可欠となっている。さらに、雨水出水浸水想定区域図※の指定

対象団体については、当該浸水想定区域図を作成済みである場合に限り、令和８年度以降、

防災・安全交付金の雨水事業における重点配分の対象にすることとなっており、本市におい

ても当該浸水想定区域図の作成に向けて早急な対応が求められている。 

本委託業務（以下、「業務」という。）は、令和６年度に実施した雨水渠現況調査や雨水

管渠計画の結果に基づき、第１期の「宜野湾市雨水管理総合計画（雨水管理方針＋段階的対

策計画）」を策定すると同時に、過年度の浸水被害状況等から早急な対策が必要な地区にお

ける現実的かつ段階的な雨水対策事業を実施していくため、流出解析シミュレーションを用

いて概ね10年程度で整備すべき内容について、段階的対策方針を策定する。さらに、ソフト

対策として「内水浸水想定区域図」を作成するものである。 

 

※雨水出水浸水想定区域図・・・水防法第14条の２に基づく想定最大規模降雨（Ｌ２）に対する

内水浸水想定区域図 

 

 

（2） 業務内容 
本業務の公募範囲は、以下に示すとおりである。また、詳細は別紙仕様書のとおりとする。 

 

1）雨水管理方針策定※1   対象面積：A＝1,339.6ha※2 

 

2）浸水シミュレーション及び 

内水浸水想定区域図作成 対象面積：A＝1,339.6ha※2 

 

※1：標準歩掛の名称と整合を図るため、「雨水管理方針策定」と記載しているが、本業務では

段階的対策計画も含めた、雨水管理総合計画を策定する。 

※2：全体計画面積1,972.3haから普天間基地475.8ha、西普天間跡地50.7ha、キャンプ瑞慶覧

106.2haを除いた面積とする。 

 

（3） 業務委託期間 
契約締結の翌日 ～ 令和 ８年 ２月 ２７ 日 

 

（4） プロポーザル提案の上限金額 

78,342,000円（税込） 
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2. プロポーザルの概要 
（1） 名 称 

宜野湾市公共下水道雨水管理総合計画等策定業務委託 

（2） 方 法 

公募型プロポーザル 

（3） 発 注 者 

宜野湾市上下水道事業管理者 

（4） 事 務 局 

宜野湾市上下水道局 下水道施設課 下水道整備係 

〒901-2203 宜野湾市字野嵩730番地 

TEL：098-892-4156 FAX：098-892-5743 

E-mail：Suidou04@city.ginowan.okinawa.jp 

宜野湾市上下水道局HP：

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/suido/1/17897.html 

 

（5） 本プロポーザルに係る日程等 

項     目 日     時 

① 手続き開始の公告 令和 7 年 5 月 16 日 

② 質疑書提出期限 令和 7 年 5 月 27 日 午後 5 時 まで 

③ 質疑回答 令和 7 年 5 月 30 日 

④ 参加表明書提出期限 令和 7 年 6 月 13 日 午後 5 時 まで 

⑤ 参加資格審査結果通知書送付 令和 7 年 6 月 17 日 

⑥ 提案書類等提出期限 令和 7 年 6 月 30 日 正午 まで 

⑦ 一次審査結果通知 令和 7 年 7 月 2 日（予定） 

⑧ 
二次審査 

プレゼンテーション及びヒアリング 
令和 7 年 7 月 15 日 

⑨ 二次審査結果通知 令和 7 年 7 月 17 日（予定） 

⑩ 契約締結 令和 7 年 7 月下旬（予定） 

※業務（議会等）の都合や緊急時は日時等変更する場合があります。その際は、改め

て連絡します。 

 

（6） その他 
提出書類の作成及び審査ヒアリング参加に要した費用は、提出者の負担とする。 
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3. 受注候補者決定の流れ 
1. 参加者は、参加の意思を表明し応募資格を得るものとする。 

2. 提出された提出書類に基づき、一次審査（書類審査）を行う。 

3. 一次審査で選定された者を対象にプレゼンテーション及びヒアリング形式によ

る二次審査を実施し、これにより最も優れた提案を行った者（以下「受注候補者」

という。）を決定する。 

 

 

4. 参加者に必要な資格等に関する事項 
（1） 参加資格共通要件 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件のとおりとする。 

1. 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない

者であること。 

2. 手続き開始の公告から受注候補者を決定し通知する日までの間に、本市の競

争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。 

3. 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に基づく、更生手続開始の

申立てをしていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条

に基づく、再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

4. 経営状況が著しく不健全であると宜野湾市上下水道事業管理者が認める者に

該当しない者であること（公告日の 3 ヶ月前から契約締結日までの間に不渡

り等を生じていない者。前号に該当する者を除く。）。 

5. 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準

じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続している

など請負者として不適当であると宜野湾市上下水道事業管理者が認める者に

該当しない者であること。 

6. 本市入札参加資格者名簿の所在区分にて「市内」、「準市内」又は「県内」

として登録されている者のうち、業種にて「土木関係建設コンサルタント」

として登録されている者であること。 

7. 応募については、単独に限らず、共同企業体を可とする。なお、共同企業体

の場合の参加資格要件は以下のとおり。 

1）共同企業体を代表する構成員（以下、「代表者」という）が応募すること

とし、共同企業体の構成員は、上記1.～6.の要件をすべて満たす者である

こと。 

2）共同企業体の構成員の数は2社又は3社とする。 

3）参加者である単独企業体及び共同企業体の構成員は、本業務における他の

共同企業体の構成員を兼ねることはできない。 

4）共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の出資比率でなければならない。

また、構成員のうち最小の出資者の出資比率は、2社の場合30％以上、3社

の場合20％以上でなければならない。 

 

（2） 参加者に必要な資格等に関する事項 
1. 次に掲げる同種業務全てについて、令和 2 年度から提案書類等提出期限まで

に完了した業務（再委託による業務を含まない。）の実績がある者であるこ

と。 

    同種業務： 

イ）雨水管理総合計画※1 

ロ）雨水渠現況調査：測量 
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ハ）雨水管渠計画 

二）浸水シミュレーション※2 

ホ）内水浸水想定区域図作成 

 
※1：「下水道用設計標準歩掛表令和6年度-第3巻-設計委託 P87 Ⅶ雨水方針策定業務」に示されている、

標準業務内容が全て含まれている業務を対象とする。 

 

※2：浸水シミュレーションの実績に関しては、「流出解析モデル利活用マニュアル-2017年3月- 公益財

団法人 日本下水道新技術機構」において対象とされている3モデルいずれかでの実績を対象とする。 

2. 管理技術者、照査技術者及び担当技術者は受注者と直接的かつ恒常的な雇用

関係があること。恒常的な雇用関係とは、前記 2.(5)提案書類等提出期限の日以

前に 3 ヶ月以上の継続した雇用関係にあることをいう。 

3. 管理技術者及び照査技術者は後記 10.配置予定技術者の経歴等に定める資格を

有する者とする。 

 

 

5. 参加者に対する制限 
 参加者は、本市職員から本プロポーザルに関し、直接又は間接的に支援を受けることがで

きないものとする。 

 

 

6. 参加の方法等 
（1） 参 加 

参加者は、プロポーザル参加表明書を提出したうえで応募するものとする。 

 

（2） 募集要領等の請求方法 
募集要領及び提出様式は、宜野湾市上下水道局ホームページより直接ダウンロードするも

のとする。 

 

（3） 参加表明書等の提出 
参加者は、前記 2.(5)参加表明書等提出期限に定める日時までに参加表明書等を提出する

ものとする。 

 

（4） 応募件数の制限 
提出する応募書類等は、参加企業（共同企業体を含む）１者につき１件とする。 

 

 

（5） 参加の方法 
下記のイ）及びロ）の書類の必要事項を記入し、封筒に入れて、事務局まで持参又は郵送

（期限までに配達されるものに限る。）により提出するものとする。 

なお、当局は郵送中の事故に伴う損害に関して一切の責任を負わないものとする。 

 

イ）プロポーザル参加表明書（様式第 1 号） 

ロ）返送用封筒（送付先を明記のうえ必要な切手を貼付すること。） 
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7. 質疑応答 
本プロポーザルに関する質疑は、前記 2.(5)質疑書提出期限に定める日時までに次により

行うものとする。質疑は、提案書類等の作成や仕様書に関する質問に限るものとし、審査に

関する質問は一切受け付けないものとする。 

 

（1） 質疑方法 
質疑書（様式第 3 号）により、参加者から事務局への電子メール又はFAXで受付けるもの

とする。提出後、速やかに担当まで電話連絡のうえ受信確認を行うこと。この場合において、

当局は、電子メール等の送受信に起因するトラブルについて、一切の責任を負わないものと

する。 

（2） 質疑に係る回答 
応募申請書の提出のあった全社へ、電子メールにて質問回答表等を送付する。ただし、辞

退した者は除く。 

 

 

8. 提出書類等 
参加者は、以下のとおり本プロポーザルに対する参加者の概要、過去の実績及び提案等を

記載し、提出するものとする。 

 

（1） 提案書類等の提出 
提案書類等については、前記 2.(5)提案書類等提出期限に定める日時までに提出するもの

とする。 

イ）プロポーザル提案書類提出表紙（様式第5号） 

ロ）プロポーザル提案書類一式 

 

■ 提案書類等の様式一覧表 

（ 様式第6 - 1 - ① 号） 企業の概要 

（様式第6- 2 - ①号） 同種業務に関する実績 
※4.参加資格要件（2）に示す業務毎に記載 

（様式第6 - 2 - ②号） 流出解析モデルを使用した業務実績 
※流出解析モデル利活用マニュアル-2017年3月- 公益財団法人 日本下水道新技術

機構」において対象とされている3モデルいずれかでの実績 

（様式第6 - 3 - ①号） 配置予定技術者総括一覧 

（様式第6 - 3 - ②号） 予定管理技術者の経歴 

（様式第6- 3 - ③号） 予定管理技術者の同種業務に関する実績 

（様式第6 - 3 -④号） 当該地域（沖縄県内及び宜野湾市）における業務実績 

（様式第6 - 3 - ⑤号） 予定照査技術者の経歴 

（様式第6- 3 - ⑥号） 予定照査技術者の同種業務に関する実績 

（様式第6 - 3 -⑦号） 当該地域（沖縄県内及び宜野湾市）における業務実績 

（様式第6 - 3 - ⑧号） 予定担当技術者の経歴 

（様式第6- 3 - ⑨号） 予定担当技術者の同種業務に関する実績 

（ 任 意 様 式 ） 事業の実施計画書 

（ 任 意 様 式 ） 見積書 
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（2） 提出書類の作成要領 
イ）提案書類数は各 9 部（正 1 部、副 8 部写し可）とする。ただし、印刷物とは別に

電子媒体として、CD－Rメディアでも提出すること。（ウィンドウズ版、ワープロソ

フトはワード、表計算ソフトはエクセル、画像データはJPEG とすること。） 

ロ）文章等は読みやすいように配慮すること。 

ハ）使用する言語は日本語、通貨は日本円、時刻は日本の標準時、単位は計量法（平成 4 年

法律第 51 号）によるものとする。 

ニ）書類を提出する際は、表紙（様式第 5 号）を添付しクリップ留めとすること。 

ホ）提案に係る書類は、様式の範囲内においてグラフ及び模式図等の貼り込みは可能と

する。 

 

（3） 提出方法 
提案書類等一式を封筒に入れ、事務局まで持参又は郵送（期限までに配達されるものに限

る。）により提出するものとする。なお、本市は郵送中の事故に伴う損害に関して一切の責

任を負わないものとする。 

 

（4） 再提出等 
提出期限を超過して、提案書類等を再提出、差替え又は修正することは不可とする。 

 

 

9. 事業の実績等 
業務実績について、次のとおり作成のこと。 

1. 発注者欄には、業務の発注元（自治体名等）を記入する。 

2. 事業名、事業概要欄には、実施した業務名称と業務概要を簡潔にまとめ、枠

内に記入する。 

3. 完了年月日欄には、業務の完了年月日を記入する。 

※業務実績に関しては、TECRIS 登録及び契約書の写し等公的資料を添付し、業務実績を

的確に証明すること。 

 

 

10. 配置予定技術者の経歴等 
審査の対象となる配置予定技術者は、管理技術者、照査技術者、担当技術者とし、資格、

経歴について次のとおり作成すること。 

1. 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門：下水道）及び技術士（上下水道

部門：下水道）の資格を有する者とする。 

2. 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：下水道）及び技術士（上下水道

部門：下水道）の資格を有する者とする。 

3. 担当技術者は、技術士（総合技術監理部門：下水道）、技術士（上下水道部

門：下水道）又はRCCM（下水道）の資格を有する者とする。また、資格に応

じて評価する。 

4. 管理技術者と照査技術者は、兼務することを認めない。また、担当技術者は

管理技術者及び照査技術者を兼ねることはできない。 

5. 担当技術者は、主たる担当者1名を審査対象とし1名選任すること。 

6. 配置予定技術者の業務経歴は、令和 2 年度から提案書類等提出期限までに完

了した同種業務を対象とする。ただし、管理技術者は同種業務の全ての実績

を有する者とする。また、照査技術者及び担当技術者は、実績に応じて評価
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する。ただし、照査技術者の実績は、照査の実績のみとする。 

7. 本業務の同種業務とは、次に示すいずれかの業務とする。 

 同種業務：イ）雨水管理総合計画※1 

ロ）雨水渠現況調査：測量 

ハ）雨水管渠計画 

二）浸水シミュレーション※2 

ホ）内水浸水想定区域図作成 
※1：「下水道用設計標準歩掛表令和6年度-第3巻-設計委託 P87 Ⅶ雨水方針策定業務」に示されている、標準業務内容が全て含まれている業

務を対象とする。 

※2：浸水シミュレーションの実績に関しては、「流出解析モデル利活用マニュアル-2017年3月- 公益財団法人 日本下水道新技術機構」にお

いて対象とされている3モデルいずれかでの実績を対象とする。 

※3：業務実績は、TECRIS 登録及び契約書の写し等公的資料を添付し、的確に証明すること。 

8. 配置予定技術者毎に資格、経歴書を提出すること。 

 

 

11. 事業の実施計画書の作成要領 
（1） 実施計画書作成上の基本事項 

プロポーザルは、調査・検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を

求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。 

本計画書において記載された事項以外の内容を含む計画書については、提案を無効とする

場合があるので注意すること。 

 

（2） 実施計画書の書式 
イ）記載様式は任意とするが、A3 版横 3ページ以内（表紙等を除く）とすること。 

ロ）本業務の実施計画について具体的に記載すること。 

ハ）記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果及びそれら加工したもの

を用いることは支障ない。 

 

（3） 留意事項 
イ）提出物は、一切返却しない。なお、受注候補者の特定後は、公文書登録原本以外は

すべて、責任を持って本市で破棄する。また、提出物は、受注候補者の特定以外の

用途に使用しない。 

ロ）審査委員会は、参加申込事業者から提出された書類等について、プロポーザルを円

滑に実施するために必要な範囲で複製等を行うことができるものとする。 

 

（4） 技術提案 
実施計画書は、次の内容（項目）について漏れのないよう作成すること。 
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№ 提 案 項 目 記  載  内  容 

1 業務実施方針について 

当該業務は複数の業務から構成されているため、各業

務における目的、条件、内容等について明確に実施方

針を提示すること。 

2 実施手順について 

全体像を把握した上で業務実施フローを提示すること。

また、業務量を的確に把握した計画工程表を提示する

こと。 

3 
技術的提案及び円滑

な業務実施について 

業務実施方針に基づき各業務における具体的な技術的

提案を行うこと。（業務遂行上の留意点等がある場合に

は、抽出整理すること。）内容のとりまとめにおける手

順及び想定する項目等について、簡潔に説明するこ

と。 

 

 

12. 一次審査 
前記 8.（1）により提出された提案書類等について、一次審査を実施する。審査結果は、

各参加者に通知する。 

 

一次審査評価区分 

評価項目 評 価 基 準 配点 

①企業の資格・ 

業務実績 

資格要件、業務実績を評価する。また、流出解析モ

デルを使用した実績を評価する。 
25 

②技術者の経験 

及び能力 

予定管理技術者及び予定照査技術者の資格、業務実

績及び地域精通度を評価する。また、予定担当技術

者の資格・業務実績を評価する。 

25 

合     計 50 

 

 

13. 二次審査 
一次審査で選定された者にプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。プレゼ

ンテーション及びヒアリングは前記 2.(5)二次審査プレゼンテーション及びヒアリングに定

める日に次のとおり実施するものとし、場所や時間等詳細事項は、後日通知する。また、二

次審査の順番は宜野湾市公共下水道雨水管理総合計画等策定業務委託プロポーザル選定委員

会（以下「選定委員会」という。）の委員長が抽選により決定する。 

（1） 実施方法 
イ）他の参加者のプレゼンテーション及びヒアリングを傍聴（会場への入室）すること

は認めない。 

ロ）担当者（説明者等）は、3 名までの入室を認める。 

ハ）二次審査は 1 者につきプレゼンテーション 30分以内、ヒアリング 10 分程度の40分程
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度とする。 

二）プレゼンテーション及びヒアリングの説明は、原則として予定管理技術者が行うも

のとする。ただし、やむを得ない場合は、予定担当技術者が行うことができる。 

ホ）プレゼンテーション及びヒアリングの内容は、提案書類等を補足する説明並びに本

市からの質疑及びこれに対する応答とする。 

へ）提出した提案書類に基づき説明すること。なお、提案書類等をプロジェクター、パネル

で拡大することは可とする。また、会場に用意したホワイトボードを使用し、説明

に図解を加えることは認めるが、説明資料を追加提出することは認めない。 

 

（2） 二次審査評価区分 

 

 

14. 審査の方法及び審査結果の公表 
（1） 審査委員会 

本プロポーザルの審査にあたっては、選定委員会を設置し、審査を実施する。 

 

（2） 評価項目 
評価項目は、前記 12.一次審査評価区分と前記 13.（2）二次審査評価区分のとおりとする。 

 

（3） 審査の方法 
イ）一次審査評価点により、二次審査への参加は上位 5 者を選定する。 

ロ）受注候補者と次点者の選定は、委員ごとに一次審査評価点と二次審査評価点を加え

た合計点で順位付けを行い、最も多く 1 位を得た者を受注候補者として選定し、次い

で 1 位が多い者を次点者として選定する。 

ハ）参加者が１者であった場合も、後記 20.プロポーザル採点表に基づき審査を行い、一次

審査評価点及び二次審査評価点（各委員の平均点）の合計点が基準点（満点の65％＝65

点）未満の場合は、プロポーザル不成立として選定しない。 

 

（4） 審査結果の公表 
審査結果は、受注候補者と次点者の 2 者を宜野湾市上下水道局ホームページにて公表し、そ

れぞれに書面にて通知を行う。なお、審査結果に対する異議は受け付けない。 

 

評価項目 評 価 基 準 配点 

①実施計画書の評価 

本市の現状・特性を考慮し、業務実施方針や実施手順

が的確かつ現実的な提案がなされているか。また、技

術的提案及び円滑な業務実施について現実的かつ具体的

な提案がなされているかを評価する。 

20 

②プレゼンテーシ

ョン及びヒアリン

グ 

専門技術力、取組み姿勢、コミュニケーション力につい

て評価する。 
25 

③見積金額 業務コストの縮減がみられ、妥当な金額であるか。 5 

合     計 50 
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15. 受注候補者の取り扱い 
1. 本業務の仕様は、特記仕様書及びプロポーザル提案内容をもとに担当課と受

注候補者間の協議により決定する。また、決定した仕様は本業務の契約条項

の一部と見なすものとする。 

2. 本業務の実施にあたる管理技術者は、プロポーザル審査書類に記載された者

とし、原則として変更することはできない（傷病、死亡、退職など真にやむ

を得ない事情がある場合を除く）。配置できない場合は、契約の締結を行わ

ない。この場合は、次点者と本業務の契約の交渉を行うこととする。 

3. 本業務の実施にあたる担当技術者及び照査技術者は、原則、プロポーザル審

査書類に記載された者とする。ただし、やむを得ず変更する場合は、プロポ

ーザル審査書類に記載されたものと同等以上とする。 

4. 本業務の委託料の上限は、78,342,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）

とする。 

5. 委託料は、本市業務委託契約約款に基づき、支払うものとする。 

6. 宜野湾市上下水道事業管理者は、本業務委託の契約締結後においても失格事

項又は不正と認められる行為が判明したときは、契約を解除できるものとす

る。 

7. 受注候補者は、発注者との協議が整い次第、速やかに契約の手続きを行うも

のとする。 

 

 

16. 失格事項 
次のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、一次審査及び二次審査後に判明した場

合も同様とする。 

・参加資格の要件を満たさなかった場合 

・提出書類に不備がある場合 

・提出期間経過後に書類の提出があった場合 

・委託料の上限を超える提案があった場合 

・提出書類等に虚偽の記載があった場合 

・募集要領に違反した場合 

・その他不正行為があったとして審査委員会が認定した場合 
 

 

17. 著作権及び提出書類の取り扱い 
プロポーザル提案書類の著作権は、それぞれの参加者に帰属するものとする。ただし、本

市がプロポーザルに関する報告等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに提案書類の

内容を無償で使用できるものとする。また、プロポーザルに係る情報公開請求があった場合

は、宜野湾市情報公開条例に基づき提案書類を公開することがある。 

 

 

18. 契約に関する基本事項 
1. 契約保証金：宜野湾市上下水道事業契約事務規程第27条による 

2. 前 金 払：適用する（契約金額の 3/10 以内） 

3. 部 分 払：4回以内 
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19. その他 
この説明書に定めるもののほか、必要な事項は選定委員会が別に定める。 
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20. プロポーザル採点表 
【一次審査】 

評 価 項 目 評価の視点 配 点 

一 

次 

審 

査 

基 

準 

①企業の資格・業務

実績 

入 札 参 加 資 格 者 名 簿 登 録 等 資 格 要 件 5 

令和２年度からの同種業務実績 専 門 技 術 力 10 

流出解析モデルを利用した業務実績 専 門 技 術 力 10 

②技術者の経験 

及び能力 

管 

理 

技 術 者 資 格 等 、 そ の 専 門 分 野 資 格 要 件 3 

令和２年度からの同種業務実績 専 門 技 術 力 9 

当 該 地 域 に お け る 業 務 実 績 地 域 精 通 度 1 

照 

査 

技 術 者 資 格 等 、 そ の 専 門 分 野 資 格 要 件 3 

令和２年度からの同種業務実績 専 門 技 術 力 4 

当 該 地 域 に お け る 業 務 実 績 地 域 精 通 度 1 

担 

当 

技 術 者 資 格 等 、 そ の 専 門 分 野 資 格 要 件 2 

令和２年度からの同種業務実績 実 務 実 績 2 

合      計 50 

 

【二次審査】 

評 価 項 目 評価の視点 配 点 

二 

次 

審 

査 

基 

準 

①実施計画書 

の評価 

1.業務実施方針

について 

業務の目的、条件、内容について適格な実施方針が提

示されているか。 
5 

2.実施手順につ

いて 

全体像を把握した上で業務実施フローが提示されてい

るか。 
5 

業務量を的確に把握した計画工程表が提示されている

か。 
5 

3.技術的提案及

び円滑な業務実

施について 

・業務実施方針に基づき各業務における具体的な技術

的提案がなされているか。 

・内容の取り纏めにおける手順及び想定する項目等が

簡潔にまとめられているか。 

5 

②プレゼンテ

ーション及び

ヒアリング 

1.専門技術力 
説明内容が技術提案書の内容をよく補完しており、最

新の動向を踏まえて専門技術を十分に発揮できている

か。 
15 

2.取り組み姿勢 
説明が明確でわかりやすく、取組み意欲が強く感じら

れるか。 
5 

3.コミュニケー

ション力 
質問に対する応答が明快、かつ迅速であるか。 5 

③ 見 積 金 額 業務コストの縮減がみられ、妥当な金額であるか。 5 

合      計 50 

一次審査評価点（50点満点）：    

二次審査評価点（50点満点）：    

合  計（基準点65点）：    
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21. 添付書類等 
イ） 様式第 1 号 プロポーザル参加表明書 

ロ） 様式第 2 号 プロポーザル参加表明書受領通知書 

ハ） 様式第 3 号 質疑書 

ニ） 様式第 4 号 プロポーザル提案書類提出表紙 

ホ） 様式第 5 号 プロポーザル提案書類 

 様式第 5-1-① 号 企業の概要 

 様式第 5-2-①号 同種業務に関する実績 

 様式第 5-2-②号 流出解析モデルを使用した業務実績 

 様式第 5-3-①号 配置予定技術者総括一覧 

 様式第 5-3-②号 予定管理技術者の経歴 

 様式第 5-3-③号 予定管理技術者の同種業務に関する実績 

 様式第 5-3-④号 当該地域（沖縄県内及び宜野湾市）における業務実績 

 様式第 5-3-⑤号 予定照査技術者の経歴 

 様式第 5-3-⑥号 予定照査技術者の同種業務に関する実績 

 様式第 5-3-⑦号 当該地域（沖縄県内及び宜野湾市）における業務実績 

 様式第 5-3-⑧号 予定担当技術者の経歴 

 様式第 5-3-⑨号 予定担当技術者の同種業務に関する実績 

 


